
【2023年7月1日以降】
・証明書原本の受取は不要。
・システムから副本をダウンロードし、通関時に提出。

※ 具体的な手順は次ページをご確認ください。

オーストラリア向けかきの原産地証明書の発行方法の変更について

オーストラリア向けかきの原産地証明書について、2023年7月1日発行分より、
証明書原本を農林水産省からオーストラリア政府へ電子送付するため、
申請者は証明書原本の受取が不要となります。

【2023年6月30日以前】
・郵送または交付拠点での受取により証明書原本を受取。
・証明書原本を通関時に提出。



 申請時に、証明書受領場所は「交付なし」を選択してください。
※農林水産省からオーストラリア政府へ直接送付するため、証明書原本の受取は不要です。

 システムから副本をダウンロードし、通関時に提出してください。
※ 副本のダウンロードは、申請状況一覧画面の「状況」欄が「証明書発行済」以降の

ステータス（証明書発行可能通知メール受信以降）で可能です。
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【ご参考】

③発行通知
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